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東日本大震災で
避難されているかたへ

東日本大震災に伴う東京電力福島原発事故の避難指示区域等から本市に転入し、国民健康保険または後期
高齢者医療制度に加入されたかたは、減免を受けられる場合があります。各担当課（室）へご確認ください。
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　専用端末にキャッシュカードを通
して暗証番号を入力すると、その場で
口座振替の登録が完了します。ぜひこ
の機会に口座振替をご利用ください。
　毎月10日までの申し込みで月末納
期分から引き落としになります。
持ち物：保 険 証 ま た は 納 税 通 知 書
とキャッシュカード
※カードの種類によって登録できな
い場合があります。
b国民健康保険課

国民健康保険税の
口座振替が簡単に
国民健康保険税の
口座振替が簡単に

７月から

国保マスコット
健康まもるくん

【取扱金融機関】
•埼玉りそな銀行    •みずほ銀行
•三菱東京UFJ銀行 •三井住友銀行
•りそな銀行          •武蔵野銀行
•川口信用金庫
•青木信用金庫
•城北信用金庫
•瀧野川信用金庫
•巣鴨信用金庫
•ゆうちょ銀行

ラッピ
ングバス運行中

〔 平成27年度 国民健康保険税 〕

所得割額

均等割額

限度額

内容

前年の総所得金額等
から基礎控除額33
万円を引いた額の

加入者1人につき

1世帯の上限額
（  ）内は26年度の金額

医療給付費

7.45％

28,000円

51万円
（51万円）

後期高齢者
支援金

2.5％

9,000円

16万円
（14万円）

介護納付金

1.3％

13,000円

14万円
（12万円）

加入者数
1人
2人
3人

以下1人
増えるごとに

軽減割合

33万円以下

7割

59万円以下
85万円以下
111万円以下

＋26万円

5割

80万円以下
127万円以下
174万円以下

＋47万円

2割

前年総所得金額等の合計額

問い合わせ…国民健康保険課　A048-259-7669　（納税はA048-259-7671）　E048-254-2282

問い合わせ…高齢者保険事業室　A048-259-7653　　E048-258-0670
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地
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法
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改
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　被保険者証は毎年８月に更新します。７月中に
簡易書留郵便で送付しますので、新しい被保険者
証をお使いください。

※保険料の率は埼玉県後期高齢者医療広域連合が２年ごとに決定します。
※保険料は個人単位で計算します。

 ７月中旬に通知する保険料は原則、年金
からの天引き（特別徴収）ですが、次の
かたは納付書や口座振替などで、７月～
２月の８期に分けて納めてください（普
通徴収）。
●年金の受給額が年額１８万円未満のかた
●介護保険料と後期高齢者医療保険料を

合わせた額が年金額の２分の１を超え
るかた

●介護保険料が年金から天引きされてい
ないかた

●年度途中に加入されたかた
※普通徴収のかたは、納め忘れがない口座振替
がおすすめです。納付書裏面に記載の金融機関
で直接お申し込みください。

後期高齢者医療制度に
加入しているみなさんへ

年間保険料
（限度額 57 万円） ＝ ＋ 所得割額

（（総所得金額等－33 万円）×8.29％）
均等割額

（42,440 円）

※税率や均等割額の変更はありません。

■ 表１

■ 表２

保険料の納付方法

新しい被保険者証を送付します。
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